
春日部市庄和自転車駐車場条例の一部を改正する条例              

 

春日部市庄和自転車駐車場条例（平成１７年条例第１４８号）の一部を次のように改正す

る。 

(1) 次の表中、改正前の欄の太線で囲まれた部分をそれに対応する改正後の欄の太線で囲

まれた部分に改める。 

改正後 改正前 

（名称及び位置） （名称及び位置） 

第２条  第２条  

 名称 位置   名称 位置  

 南桜井駅北側第１自

転車駐車場 

 

春日部市大衾619番

地６ 

 

  南桜井駅北側第１自

転車駐車場 

春日部市大衾619番

地６ 

 

   南桜井駅北側第２自

転車駐車場 

春日部市米島1186番

地87 

 

  

附 則 

この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

                  


